
 

      一般社団法人こども映画教室 定款 

 

 

           第 1 章  総  則  

 

（ 名 称 ）  

第 1 条  当 法 人 は 、 一 般 社 団 法 人 こ ど も 映 画 教 室 と 称 す る 。  

  

（ 主 た る 事 務 所 ）  

第 2 条  当 法 人 は 、 主 た る 事 務 所 を 東 京 都 世 田 谷 区 に 置 く 。  

 

（ 目 的 ）  

第 3 条  当 法 人 は 、 21 世 紀 型 学 力 に 対 応 し た 教 育 の 健 全 な 発 展 と 、

次 世 代 の 文 化 を 担 う 想 像 力 豊 か な 子 ど も た ち の 育 成 の た め 、

子 ど も を 中 心 と す る 様 々 な 人 た ち を 対 象 と し た 、 子 ど も と 映

画 に 関 す る ワ ー ク シ ョ ッ プ 事 業 ・ コ ー デ ィ ネ ー ト 事 業 ・ シ ン

ポ ジ ウ ム 事 業 、 子 ど も と 映 画 に 関 す る 調 査 研 究 事 業 、 子 ど も

と 映 画 に 関 す る 実 践 者 の 育 成 と 支 援 を 図 る こ と に よ り 、 社 会

教 育 の 推 進 に 貢 献 し 、 子 ど も の 自 尊 感 情 を は ぐ く み 、 ま た 映

画 、 映 像 へ の 理 解 を 深 め る こ と 、 さ ら に は 映 画 を 通 し て 地 域

社 会 と の 連 携 を 深 め ま ち づ く り に も 貢 献 す る こ と 、 海 外 と の

交 流 に お い て 子 ど も た ち が 日 本 理 解 を 深 め 海 外 に 発 信 で き る

よ う に す る こ と を 目 的 と す る 。  

    そ の 目 的 に 資 す る た め 次 の 事 業 を 行 う 。  

1 ． 子 ど も と 映 画 に 関 す る ワ ー ク シ ョ ッ プ 事 業  

2 ． 映 画 を 活 用 し た 子 ど も の 健 全 育 成 事 業  

3 ． 子 ど も と 映 画 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム 事 業  

4 ． 子 ど も と 映 画 に 関 す る 情 報 収 集 、 調 査 研 究 事 業  

5 ． 映 画 を 活 用 し た 社 会 教 育 、 ま ち づ く り 事 業  

6 ． 子 ど も と 映 画 に 関 す る コ ー デ ィ ネ ー ト 事 業  

7 ． 子 ど も と 映 画 に 関 す る 国 際 交 流 事 業  

8 ． 子 ど も と 映 画 に 関 す る 教 材 開 発 事 業  

9 ． 前 各 号 に 付 帯 す る 一 切 の 事 業  

 

 



 

（ 公 告 の 方 法 ）  

第 4 条  当 法 人 の 公 告 は 、 官 報 に 掲 載 す る 方 法 に よ り 行 う 。  

 

 

           第 2 章  社  員  

 

（ 入 社 ）  

第 5 条  当 法 人 の 目 的 に 賛 同 し 、 入 社 し た 者 を 社 員 と す る 。  

  2  社 員 と な る に は 、 当 法 人 所 定 の 様 式 に よ る 申 込 み を し 、 代

表 理 事 の 承 認 を 得 る も の と す る 。  

 

（ 退 社 ）  

第 6 条  社 員 は 、 い つ で も 退 社 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 1 か 月

以 上 前 に 当 法 人 に 対 し て 予 告 を す る も の と す る 。  

 

（ 除 名 ）  

第 7 条  当 法 人 の 社 員 が 、 当 法 人 の 名 誉 を 毀 損 し 、 若 し く は 当 法 人

の 目 的 に 反 す る 行 為 を し 、 又 は 社 員 と し て の 義 務 に 違 反 す る

な ど 除 名 す べ き 正 当 な 事 由 が あ る と き は 、 一 般 社 団 法 人 及 び

一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 一 般 法 人 法 」 と い う 。）

第 49 条 第 2 項 に 定 め る 社 員 総 会 の 決 議 に よ り そ の 社 員 を 除 名

す る こ と が で き る 。  

 

（ 社 員 の 資 格 喪 失 ）  

第 8 条  社 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 そ の 資 格

を 喪 失 す る 。  

    1 ． 退 社 し た と き 。  

    2 ． 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人 に な っ た と き 。  

    3 ． 死 亡 し 、 若 し く は 失 踪 宣 告 を 受 け 、 又 は 解 散 し た と き 。  

    4 ． 除 名 さ れ た と き 。  

    5 ． 総 社 員 の 同 意 が あ っ た と き 。  

  



 

 

           第 3 章  社 員 総 会  

 

（ 開 催 ）  

第 9 条  定 時 社 員 総 会 は 、 毎 事 業 年 度 の 終 了 後 3 ヶ 月 以 内 に 招 集 し 、  

   臨 時 社 員 総 会 は 、 必 要 が あ る 場 合 に い つ で も 招 集 す る 。  

 

（ 招 集 ）  

第 10 条  社 員 総 会 は 、 理 事 の 過 半 数 の 決 定 に 基 づ き 代 表 理 事 が 招 集

す る 。  

  2  社 員 総 会 の 招 集 通 知 は 、 会 日 よ り 1 週 間 前 ま で に 社 員 に 対

し て 発 す る 。  

 

（ 決 議 の 方 法 ）  

第 11 条  社 員 総 会 の 決 議 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、

総 社 員 の 議 決 権 の 過 半 数 を 有 す る 社 員 が 出 席 し 、 出 席 し た 当

該 社 員 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 行 う 。  

 

（ 議 決 権 ）  

第 12 条  社 員 は 、 各 1 個 の 議 決 権 を 有 す る 。  

 

（ 議 長 ）  

第 13 条  社 員 総 会 の 議 長 は 、 代 表 理 事 が こ れ に 当 た る 。 代 表 理 事 に

事 故 が あ る と き は 、 当 該 社 員 総 会 に お い て 議 長 を 選 出 す る 。  

 

（ 議 事 録 ）  

第 14 条  社 員 総 会 の 議 事 に つ い て は 、 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 議

事 録 を 作 成 し 、 議 長 及 び 出 席 し た 理 事 が こ れ に 署 名 又 は 記 名

押 印 す る 。  

 

 

            第 4 章  役  員  

 

（ 役 員 ）  

第 15 条  当 法 人 に は 、 理 事 を 1 名 以 上 置 く 。    

  2  理 事 の う ち 1 名 を 代 表 理 事 と す る 。  



 

 

（ 選 任 ）  

第 16 条  理 事 は 、 社 員 総 会 の 決 議 に よ っ て 社 員 の 中 か ら 選 任 す る 。

た だ し 、 必 要 が あ る と き は 、 社 員 以 外 の 者 か ら 選 任 す る こ と

を 妨 げ な い 。  

  2  代 表 理 事 は 、 社 員 総 会 の 決 議 に よ っ て 理 事 の 中 か ら 定 め る 。  

  3  理 事 の う ち 、 理 事 の い ず れ か 1 名 と そ の 配 偶 者 又 は 三 親 等

以 内 の 親 族 そ の 他 法 令 で 定 め る 特 殊 の 関 係 に あ る 者 の 合 計 数

は 、 理 事 総 数 の 3 分 の 1 を 超 え て は な ら な い 。  

 

（ 任 期 ）  

第 17 条  理 事 の 任 期 は 、 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち

最 終 の も の に 関 す る 定 時 社 員 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。  

  2  任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 理 事 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 理 事

の 任 期 は 、 前 任 者 の 任 期 の 残 存 期 間 と 同 一 と す る 。  

 

（ 理 事 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 18 条  理 事 は 、 法 令 及 び こ の 定 款 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 職

務 を 執 行 す る 。  

  2  代 表 理 事 は 、 当 法 人 を 代 表 し 、 そ の 業 務 を 統 括 す る 。  

 

（ 解 任 ）  

第 19 条  理 事 は 、 社 員 総 会 の 決 議 に よ っ て 解 任 す る こ と が で き る 。

た だ し 、 理 事 の 解 任 の 決 議 は 、 総 社 員 の 半 数 以 上 で あ っ て 、

総 社 員 の 議 決 権 の 3 分 の 2 以 上 に 当 た る 多 数 を も っ て 行 わ な

け れ ば な ら な い 。  

 

（ 報 酬 等 ）  

第 20 条  理 事 の 報 酬 、 賞 与 そ の 他 の 職 務 執 行 の 対 価 と し て 当 法 人 か

ら 受 け る 財 産 上 の 利 益 は 、 社 員 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る 。  

 

 

           第 5 章  基  金   

 

（ 基 金 の 拠 出 等 ）  

第 21 条  当 法 人 は 、 基 金 を 引 き 受 け る 者 の 募 集 を す る こ と が で き る 。     



 

  2  拠 出 さ れ た 基 金 は 、 当 法 人 が 解 散 す る ま で 返 還 し な い 。   

  3  基 金 の 返 還 の 手 続 に つ い て は 、 基 金 の 返 還 を 行 う 場 所 及 び  

   方 法 そ の 他 の 必 要 な 事 項 を 清 算 人 に お い て 別 に 定 め る も の と  

   す る 。  

    

 

           第 6 章  計  算  

 

（ 事 業 年 度 ）  

第 22 条  当 法 人 の 事 業 年 度 は 、 毎 年 4 月 1 日 か ら 翌 年 3 月 31 日 ま で

の 年 1 期 と す る 。  

 

（ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）  

第 23 条  当 法 人 の 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 に つ い て は 、 毎 事 業 年 度 開

始 日 の 前 日 ま で に 代 表 理 事 が 作 成 し 、 直 近 の 社 員 総 会 に お い

て 承 認 を 受 け る も の と す る 。 こ れ を 変 更 す る 場 合 も 、 同 様 と

す る 。  

 

（ 剰 余 金 の 分 配 の 制 限 ）  

第 24 条  こ の 法 人 は 、 剰 余 金 の 分 配 を 行 う こ と が で き な い 。  

 

（ 残 余 財 産 の 帰 属 ）  

第 25 条  こ の 法 人 が 清 算 す る 場 合 に お い て 有 す る 残 余 財 産 は 、 社 員

総 会 の 決 議 を 経 て 、 国 若 し く は 地 方 公 共 団 体 、 公 益 社 団 法 人

又 は 公 益 財 団 法 人 若 し く は 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の

認 定 等 に 関 す る 法 律 第 5 条 17 号 イ か ら ト ま で に 掲 げ る 法 人 に

贈 与 す る も の と す る 。  

 

 

           第 7 章  附  則  

 

（ 最 初 の 事 業 年 度 ）  

第 26 条  当 法 人 の 最 初 の 事 業 年 度 は 、 当 法 人 成 立 の 日 か ら 平 成 31 年

3 月 31 日 ま で と す る 。  

 

 



 

 

（ 設 立 時 の 役 員 ）  

第 27 条  当 法 人 の 設 立 時 理 事 及 び 設 立 時 代 表 理 事 は 、 次 の と お り と

す る 。  

     設 立 時 理 事   藤 田 悦 子  諏 訪 敦 彦  

            藤 岡 朝 子  原 悟  

   設 立 時 代 表 理 事   東 京 都 世 田 谷 区 東 玉 川 一 丁 目 32 番 23 号  

    藤 田 悦 子  

 

（ 設 立 時 社 員 の 氏 名 及 び 住 所 ）  

第 28 条  設 立 時 社 員 の 氏 名 及 び 住 所 は 、 次 の と お り で あ る 。  

     設 立 時 社 員   東 京 都 世 田 谷 区 東 玉 川 一 丁 目 32 番 23 号  

           藤 田 悦 子  

   設 立 時 社 員  東 京 都 荒 川 区 西 日 暮 里 四 丁 目 4 番 4 号  

        諏 訪 敦 彦  

 

（ 主 た る 事 務 所 の 所 在 場 所 ）  

第 29 条  当 法 人 の 主 た る 事 務 所 の 具 体 的 所 在 場 所 は 次 の 地 と す る 。  

    東 京 都 世 田 谷 区 東 玉 川 一 丁 目 32 番 23 号  

 

（ 準 拠 す べ き 法 律 ）  

第 30 条  本 定 款 に 規 定 の な い 事 項 は 、 す べ て 一 般 法 人 法 そ の 他 の 法

令 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 

 以 上 、 一 般 社 団 法 人 こ ど も 映 画 教 室 設 立 の た め 、 設 立 時 社 員 2 名

の 定 款 作 成 代 理 人 司 法 書 士 法 人 中 央 法 務 事 務 所 代 表 社 員 長 村 政 孝 は 、

電 磁 的 記 録 で あ る 本 定 款 を 作 成 し 、 こ れ に 電 子 署 名 す る 。  

 

 

 平 成 30 年 9 月 19 日  

 

    設 立 時 社 員  藤 田 悦 子  

      同   諏 訪 敦 彦  

 

 



 

 

定 款 作 成 代 理 人  

      東 京 都 港 区 南 青 山 五 丁 目 10 番 2 号  

      司 法 書 士 法 人 中 央 法 務 事 務 所  

      代 表 社 員  長 村 政 孝 （ 登 録 番 号 東 京 第 6530 号 ）  
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